
 

 事業主は、経済的事情により、常時雇用する労働者について１つの事業所
で１か月に30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小等（事業活動の縮
小、事業の転換又は廃止を含みます。）を行おうとする場合、最初の離職者
が生じる日の１か月前までに再就職援助計画を作成する必要があります。 
 また、離職者が１か月に30人未満の場合にも、任意で再就職援助計画を作
成することができます。 

 

 再就職援助計画とは、離職する従業員の再就職活動に対して、事業主が行
うべき援助が、有効かつ計画的なものとなるよう、事業主自身に作成してい
ただくものです。 
 具体的には、①事業の現状、②再就職援助計画作成に至る経緯、③計画対
象労働者の氏名、④再就職援助のための措置、⑤労働組合等の意見等を記載
することが必要です（詳細は２～３ページをご覧ください。）。 

（事業主の方へ） 

  厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 

離職する従業員の再就職を援助するために 
～「再就職援助計画」のご案内～ 

再就職援助計画を作成しなければならない場合 

 事業主は、相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれ
る事業規模の縮小等を行おうとするときは、「再就職援助計画」を作
成し、公共職業安定所長の認定を受けなければなりません（雇用対策

法第24条） 

  

 再就職援助計画の作成に当たっては、労働組合等の意見を聴くことが必要
です。 

 

 再就職援助計画を作成した事業主は、遅滞なく、事業所の所在地を管轄す
る公共職業安定所長に提出して、その認定を受けなければなりません。 

労働組合等の意見聴取 

公共職業安定所長の認定の申請 

再就職援助計画の内容 
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【再就職援助計画の記載例】 

 (1)の全ての事業所における申請の日時
点の常時雇用する労働者の数を記入して
ください。 
 常時雇用する労働者とは、臨時に期間
を定めて雇用される者、日々雇い入れら
れる者、季節的業務に雇用される者、試
用期間中の者等を除く常用の労働者のこ
とを言います。（ただし、臨時雇用の場
合等でも、継続して６か月以上雇用され
ている又は継続して６か月以上雇用する
ことが予定されている場合は、常時雇用
する労働者とみなします。） 

工場や事業所の閉鎖、
生産量縮小の計画等、
事業規模の縮小等の内
容及びその理由につい
て記載してください。 

 申請の日における
「再就職援助計画を
作成する事業所」を
含む申請事業主の全
ての事業所数を記入
してください。 

最初の離職者の生じる
日の１か月前までに作
成し、遅滞なく事業所
の所在地を管轄するハ
ローワークに提出して
ください。 

  計画期間に行う再就職の援助のための措置を記載
してください。 
【再就職援助のための措置の例】 
・ 取引先企業や関連企業への再就職のあっせん 
・ 取引先企業、ハローワーク、（公財）産業雇用安  
  センター等の求人情報の提供 
・ 求職活動や教育訓練受講のための有給休暇（労働  
  基準法第39条の規定による年次有給休暇以外の有 
  給休暇）の付与 
・ 教育訓練受講のための費用負担 
・ 再就職相談室の設置 
・ 再就職に係る支援の職業紹介事業者への委託 等 
 

  当該計画について、労働
組合（組合がない場合は、
労働者の過半数を代表する
者）の意見を聴取し、計画
への同意の有無を記載して
ください。代表者氏名は、
自署としてください。 

  再就職援助の措置を
行う期間を記載して
ください。 

   事業規模の縮小等に伴い
離職を余儀なくされる者の
合計数を記載するとともに、
内数で障害者の数を括弧書
きで記載してください。 

  労働移動支援助成金（４ページ
参照）の受給を希望する場合は、
□の中をチェックしてください。 
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  今回の事業規模の縮小等を行う理由に
ついて、その背景（事業所の事業を取り巻
く国内外の競争の激化、需要構造の変化、
為替相場の変動、国内経済の状況等の事情
及びこれに伴う生産量、売上高等の現状）

も含め、具体的に記述してください。  
 

「事業規模の縮小」の場合は、縮小する部門等
の名称、事業内容及び設備の廃棄、譲渡等の事
業規模の縮小の内容 
「事業活動の縮小」の場合は、縮小する部門等
の名称、事業内容及び事業の休止の内容 
「事業活動の転換」の場合は、縮小する部門等
の名称、事業の内容及び新たに開始又は拡充し
ようとする事業の内容 
「事業の廃止」の場合は、廃止する事業内容 
を具体的に記述してください。 

 再就職援助計画で記載した
「計画の対象となる労働者」
について、それぞれの内数を
記入してください。 

「正規職員」 
   勤め先で一般職員又は正社    
 員等と呼ばれている者 
「正規職員以外」 
 「正規職員」「派遣労働 

者」以外の者であって、
勤 め先でパート、アル
バイト、契約社員、嘱託、
期間工等の名称で呼ばれ
ている者 

「派遣労働者」 
 労働者派遣事業所において
雇用されている派遣労働者 

 
 再就職援助計画で記載した
「計画の対象となる労働者」
の各個人について、それぞれ
の項目を記入してください。 
（この記載例の場合、全員の 
１００名分を記載すること
になります。１枚で足りな
い場合は、複数枚で作成し
てください。） 

 
 

【添付書類（別紙１、別紙２）の記載例】 

これらの様式は、 
厚生労働省ＨＰから 
ダウンロードできます。 

http://www.mhlw.go.jp
/general/seido/josei/ky
ufukin/a02-1a.html 

事業規模の縮小等を行おうとする
予定期間を記入してください。 
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 再就職援助計画を作成した事業主は、再就職援助計画の対象となった方の再就職支援に
あたり「労働移動支援助成金（再就職支援奨励金）」が活用できます。 
 また、再就職援助計画の対象となった方を受け入れる事業主は、「労働移動支援助成金
（受入れ人材育成支援奨励金）」が活用できます。 

労働移動支援助成金のご案内 

 
（１）再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合 

申請時期に応じて、対象者一人当たり以下の金額が支給されます。 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
（２）求職活動のための休暇を付与する場合 

再就職実現時（※1）に、求職活動のために付与した休暇について１日当たり5,000円（中小企業
事業主については8,000円）を助成（180日分が上限）します。 

助成金の内容 

 再就職支援奨励金は、再就職援助計画の対象となった従業員に対する再就職支援を職業紹介事業者に委

託したり、求職活動のための休暇を付与する事業主に対して助成します。                         

再就職支援奨励金 

中小企業事業主 
＊【  】内は45歳以上の対象者の場合 

中小企業事業主以外 
＊【  】内は45歳以上の対象者の場合 

委託開始申請分 10万円 なし 

再就職実現 
申請分（※1） 

通常 （委託費用－訓練加算の額－ 
       グループワーク加算の額） 
                     × 1／2【2／3】 

（委託費用－訓練加算の額－ 
       グループワーク加算の額） 
                     × 1／4【1／3】 

特例区分
（※2） 

（委託費用－訓練加算の額－ 
       グループワーク加算の額） 
                     × 2／3【4／5】 

（委託費用－訓練加算の額－ 
       グループワーク加算の額） 
                     × 1／3【2／5】 

訓練やグループワークの実施を委託した場合 
  ＜訓練＞      月６万円（上限３か月分）を加算 
  ＜グループワーク＞ ３回以上で１万円を加算 

（※1）再就職実現申請分は、離職から６か月以内【45歳以上は９か月以内】に再就職を実現した対象者分について助成し
ます。中小企業事業主の場合、再就職実現申請時の合計額から、委託開始申請分を控除した額です。 

 

（※2）次の①、②のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。 
① 申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも
該当する契約を締結していること。 
ア  職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の２分の１未満であること。 
イ 職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。 
ウ 委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が期間の定めのないも（パートタ

イムを除く）であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の８割以上である場合に委託料について５％以上を
多く支払うこと。 

② 支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用（パートタイム労働者を除く）であり、かつ、
再就職先での賃金が離職時の賃金の８割以上であること。 

 

対
象
者
の 

 

再
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現 

再就職援助計画
の作成・提出・
認定 

助
成
金
支
給 

委託開始申請分の 
申請手続き 

再就職支援の 
委託 

休暇付与 
  求職活動のための休暇を付与 

再就職実現申請分 
の申請手続き 

受給のための手続きの流れ 

注）平成28年8月1日以降に再就職援助計画
を提出した場合の助成内容です。 
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受入れ企業 

 
送り出し企業 

 
 
 
 

（★）優遇助成は、生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、事業再編等を
行う特定の事業所から離職した者を雇い入れた場合に適用されます。  

助成金の内容 

受入れ人材育成支援奨励金（早期雇入れ支援） 

通常   優遇助成（★） 

1人当たり30万円 1人当たり40万円 
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※ 実際に助成金を受給するためには、再就職援助計画の作成ほかにも要件があります。 

      詳しくはお近くの都道府県労働局・ハローワークにお問い合わせください。  

受給のための手続きの流れ 
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●  事業主が再就職援助計画をハローワークへ提出して認定を受けると、ハローワークから対象労働
者ごとの「再就職援助計画対象労働者証明書」が発行されます。  

   この証明書は、対象労働者が「受入れ人材育成支援奨励金（早期雇入れ支援）」の対象となるこ
との証明となりますので、早期再就職の実現を図るためにも、ご本人に対してその説明をした上で
必ずお渡しください。 

 

●  さらに、再就職援助計画を提出する事業主が次の①～②のいずれかに該当する場合、あわせて確
認書類をご提出いただくと、ハローワークでは「再就職援助計画対象労働者証明書」に「特例対象
者」としての記載を行います。 

   「特例対象者」と認定された対象労働者が、一定の成長性が認められる事業所に雇い入れられた
場合、「受入れ人材育成支援奨励金（早期雇入れ支援）」の優遇助成が適用されます。 

   このため、次の①～②のいずれかに該当する場合には、再就職援助計画の提出とあわせて確認書
類の提出にご協力をお願いします。 

 
 
 
 
 
 

① ＲＥＶＩＣ（株式会社 地域経済活性化支援機構）又は中小企業再生支援協議会から、事業再生・再
構築の支援を受けていること 

② 事業再生・再構築を行うことについて特定調停（裁判所手続）が行われていること 

 「受入れ人材育成支援奨励金（早期雇入れ支援）」は、再就職援助計画の対象者を離職後３か月以内

に期間の定めのない労働者（雇用保険の一般被保険者）として雇い入れ、継続して雇用することが確実
である事業主に対して助成します。 

離職から 
３か月以内 
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